
感染症対策研修（高齢者等施設編）  

平成28年12月6日(火) 

施設における感染症対応 

  福井県丹南健康福祉センター 

地域保健課 



 県内で流行っている感染症を 
 ご存知ですか？ 

 平成２８年１１月２１日～２７日の状況 
 （ ）は、報告いただいている医療機関の 
  平均患者数 
 
   １位 ： 感染性胃腸炎（9.68名） 
   ２位 ： インフルエンザ（5.38名） 
   ３位 ： ＲＳウイルス感染症（2.68名） 

 



丹南地域で 
流行っている感染症は？ 

平成２８年１１月２１日～２７日の状況 

 丹南地域管内（鯖江市、越前市、池田町、南越前町、越前町） 

 上位３疾病 

 

   １位：インフルエンザ（10.25名） 

   ２位：感染性胃腸炎（9.0名） 

   ３位：マイコプラズマ肺炎（5.0名）  





 

 

 

 

 

 

 

http://kansen.erc.pref.fukui.jp/ih000018.htm


感染症対策の基礎知識 

●感染とは・・・・ 

・感染し、何らかの症状が出ること 

●発病とは・・・・ 

・細菌やウイルスなどの病原体が身体の中に 
 入り込んで、増殖すること 
・感染した人すべて発症するわけでなく、 
 症状がない人もいる（保菌者） 



感染経路 

宿主 

(ヒト) 

病原体 

(感染源) 

感染成立の要因 
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感染防止のための対策 



施設等での感染対策のポイント 
病原体を持ち込まない・持ち出さない・拡げない 

出典：厚生労働省 「高齢者介護施設における感染対策マニュアル」 

新規入所者 



★ショートステイ利用者が入所前に感染し、 

 入所後に発症した 

こんな事例がありました 

新規入所者 



★連休中に多数の面会者が来訪。その後利用者、
職員が次々発症した。 

（面会者は職員と同じトイレを 

 使用し、職員は清掃を担当） 

 

 

 

こんな事例がありました 

新規入所者 



□ 手洗いの徹底 

職員 
   出勤時、外出先から 
   の帰着時等 
来訪者 
   協力を求める 

病原体を持ち込まない 
流行期には日常生活においてもこま
めに手洗いを! 
 ・吐物処理や接触した後 
 ・乳幼児等の吐物や便の処理後 
 ・公衆トイレ使用後 
 ・用便後 
 ・帰宅後 
 ・廃棄物処理などの作業後 
 ・調理前や調理中の必要時 



□ 健康状態の把握 

利用者 
 
 

職員 
 
 
 
 
施設内に出入りする保護者、ボランティアや 
 委託業者職員等 
 

・家庭での様子 
・施設外（家庭等）での暴露の可能性 
  →潜伏期間を考慮した健康状態の把握 

感染症罹患時に休むことができる職場環境づくりが必要 
  □早期に医療機関への受診を勧めている 
  □出勤停止などの対応を決めている 



まずは、感染症を疑う！ 

「高齢者介護施設における感染対策マニュアル」 



主な感染経路と原因微生物 

「高齢者介護施設における感染対策マニュアル」 



 ◆米国疾病対策センターが提唱した、病院向け感染 

  予防のガイドライン 

   「すべての人の血液、体液、分泌物、 

   排泄物、傷のある皮膚、粘膜などは、 

   感染する危険性があるのとして取り扱う」 

 標準予防策 
  （スタンダード・プリコーション） 

「しっとり、ヌルヌル、べちょべちょ」 したもの 
＝感染の危険性がある。 
 手洗い・手袋・マスク・エプロンなどの適切な着用 



①手指衛生（手指消毒、手洗い） 
 ・ 介護等の現場では、利用者や職員の手を介して 
   病原体が人から人へと感染 
    手指消毒、手洗い ⇒ 感染経路を遮断 
  ・ 日頃から、手指消毒や手洗いの方法を訓練 
   し、正しい手指衛生ができるようにすることが 
   大切 
【注意点】 
 手指に目に見える汚れがある場合は、「手指消毒」ではなく「手洗い」をする 
 嘔吐・下痢のある患者に接触した後は、「手指消毒」ではなく「手洗い」の方がよい 

     冬場は、ノロウイルス感染症かもしれないとして対応する  
 

標準予防策の実際 



②手袋、マスク、エプロン等の適切な使用 
  ・ 汚染の拡大防止と、対応する人への直接的 

   な汚染防止のために使用 

   （トイレ介助、おむつ交換、嘔吐物処理時） 

  ・ 使用後は、汚染が拡大しないように外す・脱ぐ 

   ことに注意が必要 

標準予防策の実際 



手袋 

血液・体液・分泌物・排泄物などに 

触れるとき、触れそうなときに着用 

手袋の交換のポイント 
• 処置ごと患者ごと 
• 汚染されたとき 

手袋を外したあとは手指衛生 
• ピンホール（穴あき）の可能性 
• 使用中に破損する可能性 
• 使用中に手袋内で微生物が繁殖している 
可能性 

• 外すときに手指が汚染されている可能性 
• 手袋の上から消毒しても効果はない 

19 



エプロン・ガウン 

エプロンの選択 
• ディスポ 
• 防水性 
• 必要に応じて使い分け 

※ビニールエプロン 
※ガウン→疥癬 

血液・体液・分泌物・排泄物などが

飛び散り、身体や衣服が汚れるとき、

汚れそうなときに着用 

例 
• 陰部洗浄 
• 褥瘡部分を洗浄 
• 嘔吐物の処理 
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③咳エチケット 
 ・咳やくしゃみの症状があるときは、マスクを着用 

 ・マスクをしていないときは、ハンカチやティッシュ 

  で口と鼻を覆う 

 ・使用したティッシュはごみ箱に捨てる 

 ・咳やくしゃみをした後は、手指衛生を徹底する 

 ⇒ ※少なくとも職員は実践すべき 

標準予防策の実際 



□ 発症状況の把握 
 「いつから」「どこで」「誰が」「何人」  

□階、別に利用者・職員の発症状況を把握 
□発症者の受診の有無（医療機関・診断名・検査結果） 
□重症者の有無と状況 
□普段の状況との比較 
□家族の健康状態（入所施設は外泊時等） 

症状：嘔気、嘔吐、下痢、発熱等 

持ち込まれてしまったら・・・ 

発症状況について職員に周知！ 
すべての職員が正しい知識を持ち、『拡げない』対応を徹底して実施！ 



発症状況表を作成する 
N
０ 

部
屋 

氏 
名 

年 
齢 

発症 
日時 

発症時
の状況 

症状 

受診状況 
(病院名、 
診断名) 

４月12日 ４月13日 ４月14日 ４月15日 

ＡＭ ＰＭ ＡＭ ＰＭ ＡＭ ＰＭ ＡＭ ＰＭ 

1 Ａ A 72 
4月12日 
16:00 

部屋で
嘔吐 

嘔吐 
下痢 

○○医院 
胃腸炎 

▲ 
△
● 

○ ○ ○       

2 Ａ B 83 
4月13日 
20:00 

食堂で
嘔吐 

嘔吐 
下痢 

○○医院 
胃腸炎 

▲ 
● 

○ ○     

3 Ａ C 76 
4月14日 

3:00 

部屋で
嘔吐 

嘔吐 
下痢 

○○医院 
ノロｳｲﾙｽ 

▲  

 
△
● 

 ○   

4 Ａ D 88 
4月14日 

6:30 

廊下で
嘔吐 

嘔吐 
○○医院 
かぜ 

    ▲ ● ○ 

5 
職
員 

E 40 
4月14日 

9:30 

自宅で
嘔吐 

嘔吐
、熱 

○○医院 
胃腸炎 

    ▲ △ 

6 Ｂ F 86 
4月14日 
12:00 

部屋で
嘔吐 

嘔吐 
下痢 

○○医院 

かぜ 
    ▲ ● ○ ○ 

7 Ｂ G 75 
4月15日 
10:00 

部屋で
下痢 

下痢 受診なし     ● ○ 

感染の可能性？ 

▲初発嘔吐 △嘔吐  ●初発下痢 ○下痢 



平面図に発症順を入れる 

事務室 

⑤ 
厨房 

WC 
B部屋 

⑥⑦ 

Ａ部屋 

①②③④ 

廊下 

Ａの部屋で発症が始まり、Ｂの部屋へ・・・ 
考えられることは？ 

感染はどのように広がった？ 

玄関 

食堂 



発症曲線を描く 
感染の拡がりの傾向が
分かりやすくなります！ 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

12 13 14 15 

職員 

入所者 

（日） 

（人） 



「社会福祉施設等における感染症等発生時に係
る報告について」（平成17年2月22日発 一部抜粋） 

• 同一の感染症や食中毒による、またはそれらが疑われる死
亡者・重篤患者が１週間以内に２名以上発生した場合 

• 同一の感染症や食中毒の患者、またそれらが疑われる者が
10名以上または全利用者の半数以上発生した場合 

• 通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施
設長が報告を必要と認めた場合 

市町の主管部局や保健所へ報告 

感染症または食中毒が疑われる入所者の ①人数 ②症
状 ③施設における対応状況について報告し、保健所に
対応の指示を求める。 



 感染症予防は 
  手洗いに始まり 
   手洗いに終わる 


